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�042（341）
       1 211（代表）

�住民基本台帳登録数　　　　 　前月比
　男　　 　８９，１２７人　　　　　　１８人増
　女　　 　８９，５７５人　　　　　　３０人増
　計　　　１７８，７０２人　　　　　　４８人増
世帯数　 ８０，１９５世帯　　　　　１３世帯増
�外国人登録数　　　　　　 　４，０７４人
合計（住民基本台帳登録数＋外国人登録数）　１８２，７７６人

人口と世帯数 平成２０年２月１日現在

◇
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
（
第
４
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第

８
期
）

※
納
付
は
、
２
月　

日
２９

（
金
）
の
納
期
限
ま
で
に

お
願
い
し
ま
す
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

2月

今月の
　

日
中
に
市
税
の
納
付
や

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

２
月　

日（
月
）

２５

　

午
後
５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
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０４２
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４
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）
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５
２
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８
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夜

間

納

税

窓

口

　
　
　
　

２
月　

日
（
月
）
に
開
設

２５

�
利
用
方
法

　

市
で
は
、
窓
口
受
付
時
間
外

に
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付（
１
通
２
百
円
）

が
で
き
る
証
明
書
自
動
交
付
機

を
、
市
内
４
か
所
（
左
表
）
に

設
置
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
書
を
書
く
手
間
も
な

く
、
た
い
へ
ん
便
利
で
す
。
ぜ

ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

利
用
に
は
、

「
こ
だ
い
ら
市

民
カ
ー
ド
」
ま

た
は
「
住
民
基

本
台
帳
カ
ー

ド
」を
取
得
し
、

本
人
が
暗
証
番

号
を
登
録
（
証

明
書
ご
と
）
す

る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

�
手
続
き
が
必
要
な
方

　

印
鑑
登
録
証
（
磁
気
ス
ト
ラ

イ
プ
の
な
い
も
の
）
を
お
持
ち

の
方
は
、「
こ
だ
い
ら
市
民
カ

ー
ド
」
と
の
交
換
ま
た
は
「
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
の
利
用

登
録
を
す
る
こ
と
で
、
交
付
機

を
利
用
で
き
ま
す
。

　

手
続
き
の
際
、
送
付
に
よ
る

本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
官
公
署
発
行
の
写
真
付
き
身

分
証
明
書
（
パ
ス
ポ
ー
ト
、
運

転
免
許
証
な
ど
）
を
お
持
ち
の

方
は
、
即
日
で
手
続
き
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
交
付
で
き

る
証
明
書
の
種
類
や
内
容
な
ど

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
民
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
０
４

て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、　

月　

日
か
ら　

１１

１９

１２

月
７
日
ま
で
、
市
役
所
、
健
康

福
祉
事
務
セ
ン

　

市
で
は
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の

い
っ
そ
う
の
向
上
を
目
指
し

て
、
平
成　

年
度
か
ら
窓
口
サ

１３

ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

タ
ー
、
東
部
・
西
部
出
張
所
の

窓
口
を
利
用
さ
れ
た
皆
さ
ん

に
、
職
員
の
接
遇
（
言
葉
づ
か

い
、
態
度
な
ど
）
や
待
ち
時
間

な
ど
を
評
価
し
て
い
た
だ
き
、

１
千
３
百　

件
の
回
答
を
得
る

６９

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�
良
い
評
価
の
意
見
や
感
想

　

「
明
る
く
、
わ
か
り
や
す
い

説
明
で
好
感
が
持
て
た
。
市
民

と
し
て
う
れ
し
く
思
い
ま
す
」、

「
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
感
じ
ら
れ

た
。
市
役
所
も
変
わ
っ
た
と
思

う
。
受
付
も
、
立
っ
て
対
応
さ

れ
て
、
キ
ビ
キ
ビ
し
た
感
じ
を

受
け
た
」
な
ど
。

�
改
善
を
求
め
る
意
見
や
感
想

　
「
担
当
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
・

対
応
に
ム
ラ
が
あ
る
と
常
々
感

じ
て
い
ま
す
」、「
子
ど
も
を
連

れ
て
い
る
の
で
、
待
ち
時
間
が

短
い
と
助
か
り
ま
す
」、「
早
口

で
聞
き
取
り
づ
ら
か
っ
た
。
お

年
寄
り
に
は
特
に
ゆ
っ
く
り
は

っ
き
り
話
す
よ
う
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
」
な
ど
。

　

市
で
は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
を
受
け
止
め
、
す
べ
て

の
職
員
が
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
で
き
る
よ
う
、
接
遇
研

修
や
課
内
会
議
な
ど
を
活
用
し

て
、
い
っ
そ
う
の
意
識
の
向
上

や
改
善
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

※
窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト

の
集
計
結
果
の
詳
細
は
、
市
役

所
１
階
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
、

小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧

に
な
れ
ま
す
。

問
合
せ　

行
政
経
営
課
�　
０４２
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３
４
６
）
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７
５
６
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市
議
会
３
月
定
例
会
は

２
月　

日
（
火
）
か
ら
開

２６

会
の
予
定
で
す
。

　

本
会
議
や
委
員
会
は
、

定
員
の
範
囲
内
で
ど
な
た

で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

　

日
程
な
ど
は
小
平
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す
が
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

議
会
事
務
局
�

　

（
３
４
６
）
９
５
６
６

０４２

証明書自動交付機　設置場所と利用時間
利　用　時　間

月曜～金曜日　午前８時３０分～午後８時
土曜日　午前８時３０分～午後５時
日曜日、祝日、休日　午前９時～午後５時

市役所
東部出張所、西部出張所

月曜～金曜日　午前８時３０分～午後５時
土曜日　午前８時３０分～午後５時
日曜日、祝日、休日　午前９時～午後５時

大沼公民館・図書館

※年末年始（１２月２９日～１月３日）は利用できません。

こだいら市民カード・住民基本台帳カードの利用（暗証番号）登録
持　　ち　　物カードの種類

登録する印鑑、認印、身分証明書こだいら市民カード
新規の印鑑登録 登録する印鑑、認印、身分証明書、

住民基本台帳カード住民基本台帳カード

印鑑登録証、認印、身分証明書こだいら市民カード
印鑑登録証からの変更 印鑑登録証、認印、身分証明書、住

民基本台帳カード住民基本台帳カード

※住民基本台帳カードでの登録を希望する方は、事前にカード本体を取得（手数料
５００円）してください。

市

議

会

を

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

窓口サービスアンケートの結果まとまる

��������	

�������

項目別評価結果
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便
利
な
証
明
書
自
動
交
付
機
を

便
利
な
証
明
書
自
動
交
付
機
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

現
在
、
○老
 

医
療
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
に
、
４
月
か
ら
始

ま
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
。

※
現
在
、
加
入
し
て
い
る
国
民

健
康
保
険
、
健
康
保
険
組
合
、

共
済
組
合
な
ど
の
資
格
は
、
３

月　

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

３１
�
保
険
証
の
引
き
渡
し
方
法

　

３
月
下
旬
に
住
民
登
録
を
し

て
い
る
住
所
に
配
達
記
録
郵
便

（
転
送
不
可
）
で
お
送
り
し
ま

す
。
配
達
記
録
郵
便
は
、
郵
便

局
員
か
ら
直
接
手
渡
し
さ
れ
ま

す
。

　

郵
便
局
に
転
送
依
頼
を
し
て

い
る
方
や
長
期
間
不
在
の
方

は
、
市
役
所
の
窓
口
で
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

成
年
後
見
人
な
ど
へ
の
送
付

を
希
望
す
る
場
合
は
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
（
転
送
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
）。

※
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
、
特

定
疾
病
療
養
受
療
証
を
お
持
ち

の
方
は
、
保
険
証
と
は
別
に
、

後
日
お
送
り
し
ま
す
。

�
窓
口
で
の
受
け
取
り

　

３
月
５
日
（
水
）
ま
で
に
電

話
ま
た
は
は
が
き
で
問
合
せ
先

へ
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い

（
送
付
の
場
合
は
必
着
）。

※
は
が
き
の
場
合
は
、「
窓
口

受
け
取
り
希
望
」
と
明
記
し
、

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
○老
 

医
療
受
給
者
証
の
受
給
者
番
号

を
記
入
の
う
え
、
送
付
し
て
く

だ
さ
い
。

受
取
期
間　

３
月　

日
（
月
）

１７

〜　

日
（
土
）（
日
曜
日
、
祝
日

２９
を
除
く
）　

午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時
（
土
曜
日
は
午
後
０

時　

分
ま
で
）

１５
受
取
窓
口　

高
齢
者
福
祉
課
医

療
係
（
市
役
所
１
階
）

受
取
人　

受
給
者
本
人
（
成
年

後
見
人
）
ま
た
は
家
族

持
ち
物　

▽
○老
 

医
療
受
給
者
証

▽
受
取
人
の
身
分
が
確
認
で
き

る
も
の
（
保
険
証
、
運
転
免
許

証
な
ど
）

�　

歳
未
満
で
○老
 

医
療
受
給
者

７５
証
を
お
持
ち
の
方

　
　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方

６５

７４

で
、
老
人
保
健
の
障
害
認
定
を

受
け
て
い
る
方
は
、
引
き
続
き

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
医
療

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
障
害
認
定
を
取
り
下

げ
た
場
合
、
現
在
、
加
入
し
て

い
る
国
民
健
康
保
険
、
健
康
保

険
組
合
、
共
済
組
合
な
ど
の
医

療
保
険
を
継
続
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
取
り
下
げ
る
場
合
は
、
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

※
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
届
け
出
は

で
き
ま
せ
ん
。

�
２
月
２
日
以
降
に　

歳
に
な

７５

る
方
へ

　

昭
和
８
年
２
月
２
日
か
ら
４

月
１
日
生
ま
れ
の
方
に
は
、
保

険
証
を
３
月
末
ま
で
に
お
送
り

し
ま
す
。
４
月
２
日
以
降
に　
７５

歳
に
な
る
方
に
は
、
誕
生
日
ま

で
に
お
送
り
し
ま
す
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
〒　

�
８
７
０
１　

小
平

１８７

市
役
所
）
�　

（
３
４
６
）
９

０４２

５
３
８

 　

○老
 

医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
で
、
平
成　

年　

月
に
診

１９

１１

療
を
受
け
た
方
へ
医
療
費
通
知

を
お
送
り
し
ま
す
。

　

こ
の
通
知
は
、
皆
さ
ん
に
医

療
費
に
つ
い
て
の
意
識
を
高

め
、
老
人
保
健
（
医
療
）
制
度

を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

行
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
手
続

き
な
ど
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ひ
と
り
ひ
と
り
が
日
ご
ろ
か

ら
健
康
管
理
に
気
を
配
り
、
か

か
り
つ
け
医
や
か
か
り
つ
け
薬

局
を
持
つ
な
ど
、
上
手
な
受
診

に
取
り
組
み
、
医
療
費
を
大
切

に
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
�　

（
３
４
６
）
９
５
３
８

０４２
医
療
費
通
知
を

送

付

老
人
保
健

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
証（
保
険
証
）を
送
付

被
保
険
者
証（
保
険
証
）を
送
付


